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２７ 土砂災害防止対策の充実について 

（国土交通省関係） 

要望内容 

１ 広島西部山系及び安芸南部山系直轄砂防事業の促進 

２ 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律」の円滑な実施 

 

（要 旨） 

１ 広島西部山系及び安芸南部山系直轄砂防事業の促進 

本市では、過去から多くの大規模な土砂災害が発生していますが、整

備を必要とする危険箇所が数多く集中しているため、その整備水準はい

まだ低い状況にあります。 

国におかれては、平成 11 年 6 月の豪雨災害を契機として「広島西部山

系直轄砂防事業」を推進していただき、平成 26 年 8 月の豪雨災害では、

TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）による渓流点検の実施に基づき整備を

進めてきた 40基の砂防堰堤等を全て完成していただきました。  

また、平成 30 年 7 月に発生した広範囲に及ぶ豪雨災害では、「広島西

部山系直轄砂防事業」に加え、「安芸南部山系直轄砂防事業」として緊急

事業の実施を決定され、被災直後から迅速に事業着手していただき、昨

年 12 月末までに緊急事業として 12 基の砂防堰堤等を全て完成していた

だきました。 

本市としても、今後とも、流路となる普通河川改修等に国と一体とな

って鋭意取り組むとともに、災害情報の伝達や警戒避難体制の整備など

ソフト対策の推進に積極的に取り組んでまいります。 

つきましては、広島西部山系及び安芸南部山系は、従来より砂防施設

の整備を待たれている地区が多いことから、地域の安全・安心を確保し、

防災・減災、国土強靭化のため、事前防災も含めて両直轄砂防事業の一

層の促進について、格別の御配慮をお願いいたします。  
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２ 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（土砂災害防止法）」の円滑な実施 

土砂災害警戒区域等は、土砂災害防止法に基づき、県において区域指

定のための基礎調査を行った上で、指定されてきました。 

こうした中、平成 26 年 8 月 20 日の豪雨により本市で発生した土砂災

害等を踏まえ、改正土砂災害防止法が同年 11 月 12 日に成立し、県には、

基礎調査結果の公表や土砂災害警戒情報の市町村への通知等とともに、

おおむね 5 年以内に基礎調査が完了するよう努めることが義務付けられ

たことから、広島県では区域指定に向けた取組が進められ、令和 2 年 3

月に本市域を含む全ての区域指定が完了しました。 

同法の施行に当たり、本市では広報紙等により住民へ十分な周知を図

るとともに、土砂災害特別警戒区域に指定された地区の住宅の移転・改

修を支援するなど、人的被害を回避するための土砂災害防止対策を、引

き続き、進めていきたいと考えております。 

つきましては、同法の円滑な実施と土砂災害の防止を図るため、移転

者等に対する支援措置について制度の充実を図るとともに、土地建物を

売却した場合の譲渡所得に対する特別控除の創設についても、格別の御

配慮をお願いいたします。 
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（参 考） 

１ 広島西部山系及び安芸南部山系直轄砂防事業の促進について 

事業主体 国（国土交通省） 

事業名 広島西部山系直轄砂防事業 安芸南部山系直轄砂防事業 

事業期間 平成 13年度～ 平成 30年度～ 

事業内容 土砂災害防止施設の整備 

関係市町 

広島市（東区、西区一部、安佐南

区、安佐北区一部、佐伯区一部）、

廿日市市、大竹市 

広島市（安芸区一部）、呉市、

坂町 

事

業

費 

令和 2 

年度まで 
約 792億円 約 103億円 

令和 3 

年度 
約 35億円 約 15億円 

 

２ 位置図 
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２ 要望する土砂災害特別警戒区域における税財政上の支援措置について 

 
⑴ 住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）の融資（地すべり等関連住宅融 
 資）の拡充（融資条件の緩和、利率の引下げ） 

◎ 現行制度 

〔地すべり等関連住宅融資〕 〔融資条件〕 

① 市長の証明書、勧告書の写し 

② 関連事業計画の公表の日又は勧告の日 
 から 2年以内の申し込み 
③ 居住室、台所、トイレが備えられている 
 住宅など 
【令和 3 年 7 月 1 日から 7 月 31 日までに融資
の申込をされた方の適用利率 年 0.64％等】 

移転勧告を受けた者に対し、一般
融資に比べ低利で融資 

 

⑵ 住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業、
住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業）の充実（国補助率（1/2）の引
き上げ） 

◎ 現行制度 

１ がけ地近接等危険住宅移転事業 〔補助対象限度額〕 
① 除却等費   97万 5千円／戸 
② 建物助成費(借入金利子に相当する費用) 

建物   465万円／戸 
土地   206万円／戸 
敷地造成  60万 8千円／戸 
計   731万 8千円／戸 

がけ地の崩壊等による自然災害のおそれ
の高い土地から居住者自身の自助努力に
よる住宅の移転を支援 

２ 住宅・建築物土砂災害対策改修促進 

事業 
① 補助率：改修工事費の 23％ 
② 補助対象限度額（改修工事費の上限） 
  336万円 
③ 補助限度額 77万 2千円 

土砂災害特別警戒区域の既存不適格建築
物を土砂災害に対して安全な構造となる
よう改修を支援 

 

⑶ 土地建物を売却した場合の譲渡所得に対する特別控除の創設 

所得税法の特別控除適用外譲渡所得に対する特別控除の創設 

〔参考〕（所得税法第 58条） 

同一年内に譲渡する前の資産と規模、用途がほぼ同じくする資産を取得した場
合には所得はなかったものとして扱う。 

 


